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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部記録媒体と該外部記録媒体が接続されるスロットとの接続異常を所定のタイミング
で検出すると共に、この接続異常の検出に応じて所定の処理を実行する接続状態監視機能
を備えた携帯端末装置であって、
　外部処理装置との間で非接触通信を行う非接触ＩＣ処理手段と、
　前記非接触ＩＣ処理手段の動作有無を判別する判別手段と、
　この判別手段によって、前記非接触ＩＣ処理手段が動作していると判別された場合、前
記接続状態監視機能の監視動作を無効、保留の何れかで制御し、前記非接触ＩＣ処理手段
が動作していないと判別された場合、前記接続状態監視機能を制御して前記外部記録媒体
の接続有無を検出する制御手段と、
　を具備したことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項２】
　前記接続状態監視機能は、外部記録媒体の接続有無を検出すると共に、この外部記録媒
体の接続異常の検出に応じて携帯端末装置の使用を制限する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１記載の携帯端末装置。
【請求項３】
　前記接続状態監視機能は、加入者電話番号を記憶する外部記録媒体が接続されていない
ことが検出された際に、携帯端末装置の使用を制限する、
　ようにしたことを特徴とする請求項２記載の携帯端末装置。
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【請求項４】
　外部記録媒体と該外部記録媒体が接続されるスロットとの接続異常を所定のタイミング
で検出すると共に、この接続異常の検出に応じて所定の処理を実行する接続状態監視機能
を備えた携帯端末装置であって、
　外部処理装置との間で非接触通信を行う非接触ＩＣ処理手段と、
　前記非接触ＩＣ処理手段の動作有無を判別する判別手段と、
　この判別手段によって、前記非接触ＩＣ処理手段が動作していると判別された場合、前
記接続状態監視機能を制御して検出動作を繰り返して再試行し、前記非接触ＩＣ処理手段
が動作していないと判別された場合、携帯端末装置の使用を制限する制御手段と、
　を具備したことを特徴とする携帯端末装置。
【請求項５】
　前記接続状態監視機能の検出動作の再試行回数を計数する計数手段を設け、
　この計数手段によって再試行回数が所定回数に達するまでの間、当該接続検出動作を繰
り返して再試行すると共に、この再試行回数が所定回数に達しても前記非接触ＩＣ処理手
段が動作中であれば、携帯端末装置の使用を制限する、
　ようにしたことを特徴とする請求項４記載の携帯端末装置。
【請求項６】
　前記非接触ＩＣ処理手段の有効、無効を切り替える切り替え手段を設け、
　この切り替え手段によって非接触ＩＣ処理手段の有効が設定されていることを条件に、
前記判別手段は、非接触ＩＣ処理手段が動作しているか否かを判別する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１あるいは請求項４記載の携帯端末装置。
【請求項７】
　外部記録媒体と該外部記録媒体が接続されるスロットとを備えるコンピュータに対して
、
　前記外部記録媒体と前記スロットとの接続異常を所定のタイミングで検出すると共に、
この接続異常の検出に応じて所定の処理を実行する接続状態監視手段と、
　外部処理装置との間で非接触通信を行う非接触ＩＣ処理手段と、
　前記非接触ＩＣ処理手段の動作有無を判別する判別手段と、
　この判別手段によって、前記非接触ＩＣ処理手段が動作していると判別された場合、前
記接続状態監視手段の監視動作を無効、保留の何れかで制御し、前記非接触ＩＣ処理手段
が動作していないと判別された場合、前記接続状態監視手段を制御して前記外部記録媒体
の接続有無を検出する制御手段と、
　を実現させるためのプログラム。
【請求項８】
　外部記録媒体と該外部記録媒体が接続されるスロットとを備えるコンピュータに対して
、
　前記外部記録媒体と前記スロットとの接続異常を所定のタイミングで検出すると共に、
この接続異常の検出に応じて所定の処理を実行する接続状態監視手段と、
　外部処理装置との間で非接触通信を行う非接触ＩＣ処理手段と、
　前記非接触ＩＣ処理手段の動作有無を判別する判別手段と、
　この判別手段によって、前記非接触ＩＣ処理手段が動作していると判別された場合、前
記接続状態監視手段を制御して検出動作を繰り返して再試行し、前記非接触ＩＣ処理手段
が動作していないと判別された場合、携帯端末装置の使用を制限する制御手段と、
　を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、外部接続状態を所定のタイミングで検出すると共に、この接続異常の検出
に応じて所定の処理を実行する携帯端末装置及びプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、加入者情報として加入者登録番号（識別情報）、加入者電話番号などが記憶され
ているＳＩＭ（Subscriber Identity Module）カードを装置本体に装着することで、この
加入者電話番号での発信、着信を可能とした携帯電話装置として、例えば、複数の加入者
電話番号で同時待受けを可能として技術が知られている（特許文献１参照）。
　この種の携帯電話装置では、ＳＩＭカードが装着されているか否かを定期的にチェック
し、ＳＩＭカードの接続無しを検出した際には、アクセスエラーとして通信機能あるいは
電話装置自体の使用を制限するようにしているため、再度、電源を立ち上げないと、再起
動することできないようになっている。
【特許文献１】特開平２００３－１８９３６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
 ところで、電子マネー、乗車券、定期券などに利用可能な非接触ＩＣカード機能を備え
た携帯電話装置にあっては、その利用時にリーダライタに接近させる関係上、装置本体を
間違ってリーダライタに衝突させてしまうことがある。このような衝突によって装置本体
に大きな衝撃が加わると、カードスロット内において瞬間的な接触不良が起きてしまうこ
とがある。この場合、ＳＩＭカードの接続有無の検出時に装置本体に大きな衝撃が加わる
と、瞬間的な接触不良によってカード接続無しが検出されてしまい、アクセスエラーとし
て判断されるおそれがあった。
 このことは、ＳＩＭカードの接続有無検出に限らず、バッテリーチェック時においても
衝撃による瞬間的な接触不良によってそのチェック処理が誤作動する危険性が高かった。
【０００４】
　この発明の課題は、外部接続状態に応じて所定の処理を実行する接続状態監視機能付き
携帯電話装置において、非接触ＩＣ処理機能の使用時の衝撃などによって外部接続状態が
瞬間的に変化したとしても、この瞬間的な変化の検出に伴う誤作動を回避できるようにす
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１記載の発明は、外部記録媒体と該外部記録媒体が接続されるスロットとの接続
異常を所定のタイミングで検出すると共に、この接続異常の検出に応じて所定の処理を実
行する接続状態監視機能を備えた携帯端末装置であって、外部処理装置との間で非接触通
信を行う非接触ＩＣ処理手段と、前記非接触ＩＣ処理手段の動作有無を判別する判別手段
と、この判別手段によって、前記非接触ＩＣ処理手段が動作していると判別された場合、
前記接続状態監視機能の監視動作を無効、保留の何れかで制御し、前記非接触ＩＣ処理手
段が動作していないと判別された場合、前記接続状態監視機能を制御して前記外部記録媒
体の接続有無を検出する制御手段とを具備したことを特徴とする。
　更に、外部記録媒体と該外部記録媒体が接続されるスロットとを備えるコンピュータに
対して、上述した請求項１記載の発明に示した主要機能を実現させるためのプログラムを
提供する（請求項７記載の発明）。
【０００７】
　なお、上述した請求項１記載の発明は次のようなものであってもよい。
　前記接続状態監視機能は、外部記録媒体の接続有無を検出すると共に、この外部記録媒
体の接続異常の検出に応じて携帯端末装置の使用を制限する（請求項２記載の発明）。
　この場合、前記接続状態監視機能は、加入者電話番号を記憶する外部記録媒体が接続さ
れていないことが検出された際に、携帯端末装置の使用を制限するようにしてもよい（請
求項３記載の発明）。
【０００８】
　前記非接触ＩＣ処理手段の有効、無効を切り替える切り替え手段を設け、この切り替え
手段によって非接触ＩＣ処理手段の有効が設定されていることを条件に、前記判別手段は
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、非接触ＩＣ処理手段が動作しているか否かを判別する（請求項６記載の発明）。
【０００９】
　請求項４記載の発明は、外部記録媒体と該外部記録媒体が接続されるスロットとの接続
異常を所定のタイミングで検出すると共に、この接続異常の検出に応じて所定の処理を実
行する接続状態監視機能を備えた携帯端末装置であって、外部処理装置との間で非接触通
信を行う非接触ＩＣ処理手段と、前記非接触ＩＣ処理手段の動作有無を判別する判別手段
と、この判別手段によって、前記非接触ＩＣ処理手段が動作していると判別された場合、
前記接続状態監視機能を制御して検出動作を繰り返して再試行し、前記非接触ＩＣ処理手
段が動作していないと判別された場合、携帯端末装置の使用を制限する制御手段とを具備
したことを特徴とする
　更に、外部記録媒体と該外部記録媒体が接続されるスロットとを備えるコンピュータに
対して、上述した請求項４記載の発明に示した主要機能を実現させるためのプログラムを
提供する（請求項８記載の発明）。
【００１０】
　なお、上述した請求項４記載の発明は次のようなものであってもよい。
　前記接続状態監視機能の検出動作の再試行回数を計数する計数手段を設け、この計数手
段によって再試行回数が所定回数に達するまでの間、当該接続検出動作を繰り返して再試
行すると共に、この再試行回数が所定回数に達しても前記非接触ＩＣ処理手段が動作中で
あれば、携帯端末装置の使用を制限する（請求項５記載の発明）。
　また、前記非接触ＩＣ処理手段の有効、無効を切り替える切り替え手段を設け、この切
り替え手段によって非接触ＩＣ処理手段の有効が設定されていることを条件に、前記判別
手段は、非接触ＩＣ処理手段が動作しているか否かを判別する（請求項６記載の発明）。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明は、外部接続状態に応じて所定の処理を実行する接続状態監視機能付き携帯電
話装置において、非接触ＩＣ処理機能の使用時の衝撃などによって外部接続状態が瞬間的
に変化したとしても、この瞬間的な変化の検出による誤作動を回避することができ、この
誤作動に伴う復旧作業などを不要とすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
 （実施例１）
　以下、図１～図３を参照して本発明の第1実施例を説明する。
　この実施例は、携帯端末装置として携帯電話装置に適用した場合を例示したもので、図
１は、この携帯電話装置の基本的な構成要素を示したブロック図である。
　この携帯電話装置は、通話機能、電子メール機能、インターネット接続機能（Ｗｅｂア
クセス機能）などのほか、接続状態監視機能、非接触ＩＣ処理機能が備えられている。こ
の接続状態監視機能は、ＳＩＭカードと同様に加入者情報などを記録されているＵＩＭ（
User Identity Module）カードの接続状態を所定のタイミングで検出すると共に、この接
続無し検出に応じてアクセスエラー処理を実行し、装置自体の使用を制限する端末ロック
状態に設定する機能である。非接触ＩＣ処理機能は、電子マネー機能を構成するもので、
リーダライタ付きの取引端末との間で非接触通信を行うことによって電子マネーによる支
払いを行うものである。
【００１３】
　ＣＰＵ１は、記憶部２内の各種のプログラムに応じてこの携帯電話装置の全体動作を制
御する中核的な中央演算処理装置である。記憶部２は、プログラム領域とデータ領域とを
有し、このプログラム領域には、後述する図３に示す動作手順に応じて本実施例を実現す
るためのプログラムが格納されている。記録メディア３は、外部メモリスロット４を介し
て着脱自在に装着される可搬型メモリであり、各種のデータ・プログラムを外部供給する
もので、例えば、スマートメディア、ＩＣカードなどによって構成されている。メモリ４
は、ワーク領域を有する内部メモリで、例えば、ＤＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ（Synchronous DR
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AM）などによって構成され、必要に応じてメモリ５内の各種のデータは、記憶部２にセー
ブされる。
【００１４】
　電話通信部６は、無線部を構成するアンテナに接続された送受信部（ベースバンド部）
の受信側から信号を取り込んで受信ベースバンド信号に復調したのちに、音響制御部７を
介して送話スピーカ８から音声出力させる。また、電話通信部６は、受話マイク９から入
力された音声データを音響制御部７から取り込み、送信ベースバンド信号に符号化したの
ちに送受信部の送信側に与えられてアンテナから発信出力させる。一方、電子メール機能
、インターネット接続機能によって電話通信部６を介して受信取得した表示データは、表
示制御部１０を介してＬＣＤ（液晶表示装置）などのメイン表示部１１に与えられて表示
出力される。サブ表示部１２は現在日時、簡易なメッセージ、アイコンなどを表示する。
【００１５】
　キー操作部１３は、ダイヤル入力、文字入力、コマンド入力などを行うもので、ＣＰＵ
１は、キー操作部１３からのキー入力信号に応じた処理を実行する。報知部１４は、着信
報知などの報知用のスピーカ、ＬＥＤ(発光ダイオード)、振動モータを備え、電話・メー
ル着信時に駆動されて着信報知を行うほか、アラーム報知時にも駆動される。ＲＴＣ（リ
アルタイムクロックモジュール）１５は、時計部を構成するもので、ＣＰＵ１は、ＲＴＣ
１５から現在日時を取得する。
【００１６】
　非接触ＩＣ処理部１６は、電子マネー機能を構成するもので、メモリ部、コイルアンテ
ナ部を有し、ＩＣリーダライタ付きの取引端末（図示せず）との間で微弱電波によってデ
ータの送受信を行う。メモリ部は、マネー残高メモリなどを有し、コイルアンテナ部は、
受信電波によって電磁誘導される起電力を非接触ＩＣ処理部１６の動作電力とするもので
、非接触ＩＣ処理部１６は、コイルアンテナ部からの起電力に基づいて起動し、ＩＣリー
ダライタとの間でマネー残高の更新と共に今回の取引情報を利用履歴として記憶する処理
などを行う。励磁電流検出回路１６Ａは、電磁誘導によって励磁された電流を検出するも
ので、ＣＰＵ1は、励磁電流検出回路１６Ａからの検出信号に応じて非接触ＩＣ処理部１
６の動作有無を判別する。なお、電子マネー機能は、使用不能なロック状態と使用可能な
状態とを機能オン／オフ操作によって任意に切り替え可能となっている。
【００１７】
　ＵＩＭカード１７は、カードスロット１８を介して着脱自在に装着されるＩＣカードで
あり、ＳＩＭカードと同様に加入者情報などが記録されている。ＣＰＵ１は、上述の接続
状態監視機能を動作させ、ＵＩＭカード１７がカードスロット１８に接続されているかの
接続状態を所定のタイミング毎に検出する。この場合、ＣＰＵ１は、カードスロット１８
をアクセスしてＵＩＭカード１７の接続有無をチェックし、接続不良などで接続無しを検
出した際には、アクセスエラー処理を実行し、この電話装置自体の使用を制限する端末ロ
ック状態に設定するようにしている。ＣＰＵ１は、このＵＩＭカード１７の接続検出時に
励磁電流検出回路１６Ａからの検出信号に基づいて非接触ＩＣ処理部１６の動作有無を判
別し、励磁電流を検出したときには非接触ＩＣ処理部１６が動作中であると判断して接続
状態監視機能の監視動作を制御するようにしている。
【００１８】
　図２は、ＵＩＭカード１７の接続状態を監視する監視動作を説明するための図である。
 ＣＰＵ１は、ＵＩＭカード１７の接続状態を所定のタイミング（例えば、５秒間隔ｔ）
毎に検出すると共に、この検出タイミング毎に非接触ＩＣ処理部１６の動作有無（電子マ
ネー機能を利用中か否か）を判別する。この際、検出タイミング時に非接触ＩＣ処理部１
６が動作中（電子マネー利用中）であれば、その検出動作を一時保留してその検出タイミ
ングを所定時間シフト（延期）するようにしている。なお、図示の例では、３秒間延期し
た場合を示したが、最大６秒間シフト可能となっている。すなわち、検出タイミングを３
秒間延期してもＵＩＭカード１７の接続無しが検出されたときには、再び、３秒間の延期
を行ってＵＩＭカード１７の接続有無を検出するようにしている。
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【００１９】
　次に、この第１実施例における携帯電話装置の動作概念を図３に示すフローチャートを
参照して説明する。ここで、このフローチャートに記述されている各機能は、読み取り可
能なプログラムコードの形態で格納されており、このプログラムコードにしたがった動作
が逐次実行される。また、伝送媒体を介して伝送されてきた上述のプログラムコードに従
った動作を逐次実行することもできる。このことは後述する他の実施例においても同様で
あり、記録媒体のほかに、伝送媒体を介して外部供給されたプログラム／データを利用し
てこの実施例特有の動作を実行することもできる。
【００２０】
 図３は、５秒間隔毎に実行開始されるＵＩＭカード１７の接続状態を検出するＵＩＭカ
ードチェック処理を示したフローチャートである。
 先ず、ＣＰＵ１は、電子マネー機能が使用不能な状態にロック設定されているか否かを
調べ（ステップＡ１）、電子マネー機能がロックされていれば、カードスロット１８を介
してＵＩＭカード１７の接続有無をチェックする（ステップＡ１０）。いま、ＵＩＭカー
ド１７が正常に接続されていることを検出すると（ステップＡ１１でＹＥＳ）、このフロ
ーは正常終了となるが、ＵＩＭカード１７が装着されていない場合あるいは装着されてい
ても接触不良によって接続無しを検出したときには（ステップＡ１１でＮＯ）、アクセス
エラー処理に移り、現在の処理を中止して端末ロック状態に設定する。
【００２１】
 一方、電子マネー機能のロックが解除されて使用可能な状態に設定されていれば（ステ
ップＡ１でＮＯ）、ＣＰＵ１は、電子マネー機能を構成する非接触ＩＣ処理部１６をアク
セスし、その励磁電流検出回路１６Ａからの検出信号に基づいて非接触ＩＣ処理部１６の
動作有無をチェックする（ステップＡ２）。この場合、受信電波による励磁電流の有無に
基づいて非接触ＩＣ処理部１６が動作中であるか否かを判別し、非動作中であれば（ステ
ップＡ３でＮＯ）、上述と同様に、ＵＩＭカード１７の接続有無をチェックする判断ステ
ップＡ１０に移るが、非接触ＩＣ処理部１６が動作中であれば（ステップＡ３でＹＥＳ）
、メモリ５のワーク域内に設けられている「リトライ済みフラグ」をオフしたのち（ステ
ップＡ４）、今回の検出動作を一時保留するために３秒間待機する（ステップＡ５）。
【００２２】
 すなわち、上述したようにＵＩＭカード１７の接続有無を検出するタイミング時に非接
触ＩＣ処理部１６が動作中であれば、この検出タイミングを最大６秒間延期可能とするた
め、最初の３秒間の延期時には「リトライ済みフラグ」をオフしておく。そして、この検
出タイミングを３秒間延期したのち、再び、ＵＩＭカード１７の接続有無をチェックした
結果（ステップＡ６）、ＵＩＭカード１７の接続有りを検出すると（ステップＡ７でＹＥ
Ｓ）、今回の接続エラー検出は、瞬間的な接続不良によるエラーであると認識して正常終
了となるが、３秒間延期してもＵＩＭカード１７の接続無しを検出したときには（ステッ
プＡ７でＮＯ）、「リトライ済みフラグ」がオンされているかを判別する（ステップＡ８
）。
【００２３】
 いま、「リトライ済みフラグ」は、最初の３秒間が経過した時点ではオフされているの
で（ステップＡ８でＮＯ）、次のステップＡ９に移り、「リトライ済みフラグ」をオンし
たのち、更に３秒間の延期を行うためにステップＡ５に戻る。そして、この６秒間の延期
後にＵＩＭカード１７の接続有りを検出すると（ステップＡ７でＹＥＳ）、瞬間的な接続
不良による接続エラーであると認識して正常終了となるが、６秒間延期してもＵＩＭカー
ド１７の接続無しを検出した際には（ステップＡ７でＮＯ）、アクセスエラー処理に移り
、現在の処理を中止して端末ロック状態に設定する。
【００２４】
　以上のように、この第１実施例においてＣＰＵ1は、ＵＩＭカード１７の接続状態を所
定のタイミングで検出すると共に、カード接続無しを検出したときにはアクセスエラー処
理を実行して端末ロック状態に設定するが、その際、ＵＩＭカード１７の接続検出時に受
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信電波による励磁電流の有無に基づいて非接触ＩＣ処理部１６が動作中であるか否かを判
別し、それが動作中であれば、当該検出タイミングを一時保留してその検出を延長するよ
うにしたから、非接触ＩＣ処理部１６の使用時（電子マネーの利用時）に装置本体がリー
ダライタに衝突し、その衝撃によってカードが瞬間的に接続不良となっても、この瞬間的
な接続不良の検出による誤作動を回避することができ、この誤作動に伴う復旧作業などを
不要とすることができる。
【００２５】
 この場合、電子マネー機能（非接触ＩＣ処理部１６）の使用不能なロック状態と使用可
能な状態とを機能オン／オフ操作によって任意に切り替え可能であり、この電子マネー機
能がロック解除されていることを条件に非接触ＩＣ処理部１６の動作有無を検出するよう
にしたから、電子マネー機能のロック設定時には、非接触ＩＣ処理部１６の動作有無検出
を省略することができる。
【００２６】
　なお、上述した第１実施例においては、ＵＩＭカード１７の接続状態を検出するＵＩＭ
カードチェック処理を５秒間隔毎に実行するようにしたが、この時間間隔は任意であり、
また、ＵＩＭカード１７の接続検出時に非接触ＩＣ処理部１６が動作中であるか否かを判
別し、それが動作中であれば、今回の検出タイミングを一時保留してその検出を少なくと
も３秒間延長したが、その延長期間も衝撃による影響を回避できれば、任意であると共に
、今回の検出タイミングを延長する場合に限らず、その検出をキャンセルするようにして
もよい。更に、今回の検出タイミングを延長したり、無効とせず、現在の処理を中止して
端末ロック状態に設定するアクセスエラー処理自体をキャンセルとするようにしてもよい
。
　 （実施例２）
【００２７】
　以下、この発明の第２実施例について図４を中心に説明する。
　なお、上述した第１実施例においては、ＵＩＭカード１７の接続検出時に非接触ＩＣ処
理部１６が動作中であれば、この接続検出タイミングを一時保留して延長するようにした
が、この第２実施例においては、ＵＩＭカード１７の接続検出時に非接触ＩＣ処理部１６
が動作中であれば、ＵＩＭカード１７の接続検出動作を予め決められている回数分再試行
するようにしたものである。
　ここで、両実施例において基本的あるいは名称的に同一のものは、同一符号を付して示
し、その説明を省略すると共に、以下、第２実施例の特徴部分を中心に説明するものとす
る。
【００２８】
　図４は、第２実施例におけるＵＩＭカードチェック処理を示したフローチャートで、５
秒間隔毎に実行開始される。
　先ず、ＣＰＵ１は、メモリ５のワーク域内に設けられている「リトライ回数」に初期値
“０”をセットしたのち（ステップＢ１）、カードスロット１８を介してＵＩＭカード１
７の接続有無をチェックする（ステップＢ２）。いま、ＵＩＭカード１７が正常に接続さ
れていることを検出すると（ステップＢ２でＹＥＳ）、このフローは正常終了となるが、
ＵＩＭカード１７が装着されていない場合あるいは装着されていても接触不良によって接
続無しを検出したときには（ステップＢ２でＮＯ）、電子マネー機能が使用不能な状態に
ロック設定されているか否かを調べ（ステップＢ３）、電子マネー機能がロックされてい
れば、アクセスエラー処理に移り、現在の処理を中止して端末ロック状態に設定する。
【００２９】
　また、電子マネー機能のロックが解除されて使用可能な状態に設定されていれば（ステ
ップＢ３でＮＯ）、ＣＰＵ１は、励磁電流検出回路１６Ａからの検出信号に基づいて非接
触ＩＣ処理部１６の動作有無をチェックし（ステップＢ５）、非動作中であれば（ステッ
プＢ６でＮＯ）、上述と同様に、アクセスエラー処理に移り、現在の処理を中止して端末
ロック状態に設定する。また、非接触ＩＣ処理部１６の動作中であれば（ステップＢ６で
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ＹＥＳ）、「リトライ回数」に“１”を加算する更新処理を実行したのち（ステップＢ７
）、「リトライ回数」は“３”に達したかをチェックする（ステップＢ８）。
【００３０】
　いま、最初の更新時に「リトライ回数」は“１”であるから、ステップＢ２に戻り、カ
ードの接続チェックが行われる。以下、「リトライ回数」が“３”に達するまでカード接
続チェックが繰り返される。この接続チェックを繰り返している過程において、カード接
続有りが検出されると（ステップＢ３でＹＥＳ）、正常終了となるが、「リトライ回数」
が“３”に達する前であっても非接触ＩＣ処理部１６の動作が終了したときにカード接続
無し検出のままであれば（ステップＢ６でＮＯ）、接続エラーの原因が衝撃による瞬間的
な接続不良ではないと認識して、端末ロック状態に設定する。同様に、非接触ＩＣ処理部
１６が動作中であってもカード接続無し検出のまま「リトライ回数」が“３”に達した際
には（ステップＢ８でＹＥＳ）、接続エラーの原因が衝撃による瞬間的な接続不良ではな
いと認識して、端末ロック状態に設定する。
【００３１】
　以上のように、この第２実施例においては、ＵＩＭカード１７の接続検出時に非接触Ｉ
Ｃ処理部１６が動作中であれば、ＵＩＭカード１７の接続検出動作を予め決められている
回数分再試行するようにしたから、非接触ＩＣ処理部１６の使用時（電子マネーの利用時
）に装置本体がリーダライタに衝突し、その衝撃によってカードが瞬間的に接続不良とな
っても、接続検出動作を何回か繰り返している過程において、カード有りの検出が可能と
なり、上述した第１実施例と同様、瞬間的な接続不良の検出による誤作動を回避すること
ができる。
【００３２】
　この場合、ＣＰＵ１は、カード接続チェックを連続して３回繰り返すために「リトライ
回数」を計数すると共に、「リトライ回数」が“３”に達する前であっても非接触ＩＣ処
理部１６の動作が終了したときにカード接続無し検出のままであれば、接続エラーの原因
が衝撃による瞬間的な接続不良ではないと認識して、端末ロック状態に設定する。同様に
、非接触ＩＣ処理部１６が動作中であってもカード接続無し検出のまま「リトライ回数」
が“３”に達した際には、接続エラーの原因が衝撃による瞬間的な接続不良ではないと認
識して、端末ロック状態に設定することができる。
【００３３】
 この第２実施例においても、上述した第１実施例と同様、電子マネー機能（非接触ＩＣ
処理部１６）の使用不能なロック状態と使用可能な状態とを機能オン／オフ操作によって
任意に切り替え可能であり、この電子マネー機能がロック解除されていることを条件に非
接触ＩＣ処理部１６の動作有無を検出するようにしたから、電子マネー機能のロック設定
時には、非接触ＩＣ処理部１６の動作有無検出を省略することができる。
【００３４】
　なお、上述した第１及び第２実施例においては、非接触ＩＣ処理部１６の動作有無を励
磁電流検出回路１６Ａからの検出信号に基づいて判別するようにしたが、ＣＰＵ１は、非
接触ＩＣ処理部１６に格納されているデータ（例えば、カード残高、利用履歴など）を定
期的に読み出し、そのデータの変動有無に基づいて非接触ＩＣ処理部１６の動作有無（利
用中か否か）を判別するようにしてもよい。
　また、上述した第１及び第２実施例においては、非接触ＩＣ処理部１６を電子マネー機
能として利用した場合を例示したが、電子マネーに限らず、例えば、乗車券、定期券、個
人認証などに利用する場合であっても同様に適用可能である。
【００３５】
　 また、上述した第１及び第２実施例においては、ＵＩＭカード１７の接続有無を検出
するＵＩＭカードチェック処理を実行するようにしたが、例えば、外部メモリスロット４
に装着される記録メディア３など、ＵＩＭカード以外の記録メディアの接続有無をチェッ
クしたり、バッテリーパックの接続有無を逐次チェックする場合であっても同様に適用可
能である。
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【００３６】
　その他、上述した第１及び第２実施例においては、接続状態監視機能付き携帯電話装置
に限らず、例えば、接続状態監視機能付きＰＤＡ・電子カメラ・電子腕時計・音楽再生機
などの携帯端末装置であっても同様に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】携帯端末装置として適用した携帯電話装置の基本的な構成要素を示したブロック
図。
【図２】ＵＩＭカード１７の接続状態を監視する監視動作を説明するための図。
【図３】５秒間隔毎に実行開始されるＵＩＭカード１７の接続状態を検出するＵＩＭカー
ドチェック処理を示したフローチャート。
【図４】第２実施例において、５秒間隔毎に実行開始されるＵＩＭカードチェック処理を
示したフローチャート。
【符号の説明】
【００３８】
 １　ＣＰＵ
 ２　記憶部
 ３　記録メディア
 ４　外部メモリスロット
 ５　電話通信部
 １０　表示部
 １２　キー操作部
 １５　ＲＴＣ
 １６　非接触ＩＣ処理部
 １６Ａ　励磁電流検出回路
 １７　ＵＩＭカード
 １８　カードスロット
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